
 

 

４文科高第 2074 号 

医政発 0331 第 25 号 

令和５年３月 31 日 

 

各都道府県知事 

各私立大学長 

 

文部科学省高等教育局長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚生労働省医政局長 

                       （ 公 印 省 略 ）  

  

義肢装具士学校養成所指定規則の一部を改正する省令の公布等

について（通知） 

 

 

義肢装具士学校養成所指定規則の一部を改正する省令（令和５年文部科学

省・厚生労働省令第４号）については、別添のとおり令和５年３月 31日に公布

されました。 

今回の改正の内容等は下記のとおりですので、貴職におかれましては、これ

を御了知いただくとともに、関係者等に対し、周知をお願いいたします。 

 

記 

 

１．改正の趣旨  

○ 義肢装具士学校養成所指定規則（昭和 63年文部省・厚生省令第３号。以下

「指定規則」という。）第４条においては、文部科学大臣及び都道府県知事が

行う義肢装具士法（昭和 62 年法律第 61 号。以下「法」という。）第 14 条第

１号、第２号及び第３号に規定する学校及び義肢装具士養成所（以下「養成

所」という。）の指定に係る基準について定めており、当該基準の一つとして、

同条第１号に規定する学校又は養成所については指定規則別表第一、同条第

２号に規定する学校又は養成所については指定規則別表第二、同条第３号に

規定する学校又は養成所については指定規則別表第三に、それぞれ定める教

育内容を行うものであることとしている。 

○ 国民の医療へのニーズの多様化や、デジタル技術及び工学技術の臨床での

活用などによる、義肢装具士を取り巻く環境の変化に伴う、求められる役割

殿 



や知識等の変化に対応するため、「義肢装具士学校養成所カリキュラム等改善

検討会」において、義肢装具士養成所等における教育内容の見直し等につい

て検討が行われ、令和３年 12月に報告書がとりまとめられた。 

〇 当該報告書においては、指定規則別表に定める教育内容等について、 

・ 教育内容の見直しを行うとともに、法第 14条第１号の学校又は養成所の

総単位数を現行の 93単位から 100単位に、同条第２号の学校又は養成所の

総単位数を 72単位から 79単位に、同条第３号の学校又は養成所の総単位数

を 45単位から 52単位に引き上げること 

等の方向性が示されており、これを踏まえ、指定規則について所要の改正を行

う。 

 

２．改正の内容 

○ 指定規則別表第一について、教育内容及び単位数を下記のように改正する。 

 

改正前  改正後 

教育内容 単位数  教育内容 単位

数 

基 

礎 

分 

野 

科学的思考の基盤 

人間と生活 

14  基 

礎 

分 

野 

科学的思考の基盤 

人間と生活 

14 

専

門

基

礎

分

野 

人体の構造と機能

及び心身の発達 

13  専

門

基

礎

分

野 

人体の構造と機能

及び心身の発達 

13 

疾病と障害の成り

立ち及び回復過程

の促進 

８ 

 

疾病と障害の成り

立ち及び回復過程

の促進 

９ 

 

保健医療福祉とリ

ハビリテーション

の理念 

５ 保健医療福祉とリ

ハビリテーション

の理念 

４ 

義肢装具領域にお

ける工学 

10 義肢装具領域にお

ける工学 

10 

専

門

分

野 

基礎義肢装具学 19  専

門

分

野 

基礎義肢装具学 17 

応用義肢装具学 20  義肢学 ８ 

（新設） （新設）  装具学 12 

（新設） （新設）  福祉用具学 ３ 

臨床実習 ４  臨床実習 10 



 

 

合計 93  合計 100 

 

○ 指定規則別表第二について、教育内容及び単位数を下記のように改正する。 

 

改正前  改正後 

教育内容 単位数  教育内容 単位

数 

専

門

基

礎

分

野 

人体の構造と機能

及び心身の発達 

10  専

門

基

礎

分

野 

人体の構造と機能

及び心身の発達 

10 

疾病と障害の成り

立ち及び回復過程

の促進 

６ 

 

疾病と障害の成り

立ち及び回復過程

の促進 

７ 

 

保健医療福祉とリ

ハビリテーション

の理念 

５ 保健医療福祉とリ

ハビリテーション

の理念 

４ 

義肢装具領域にお

ける工学 

８ 義肢装具領域にお

ける工学 

８ 

専

門

分

野 

基礎義肢装具学 19  専

門

分

野 

基礎義肢装具学 17 

応用義肢装具学 20  義肢学 ８ 

（新設） （新設）  装具学 12 

（新設） （新設）  福祉用具学 ３ 

臨床実習 ４  臨床実習 10 

合計 72  合計 79 

 

○ 指定規則別表第三について、教育内容及び単位数を下記のように改正する。 

 

改正前  改正後 

教育内容 単位数  教育内容 単位

数 

専

門

基

礎

分

野 

人体の構造と機能

及び心身の発達 

10  専

門

基

礎

分

野 

人体の構造と機能

及び心身の発達 

10 

疾病と障害の成り

立ち及び回復過程

の促進 

６ 

 

疾病と障害の成り

立ち及び回復過程

の促進 

７ 

 

保健医療福祉とリ ５ 保健医療福祉とリ ４ 



ハビリテーション

の理念 

ハビリテーション

の理念 

専

門

分

野 

基礎義肢装具学 10  専

門

分

野 

基礎義肢装具学 ９ 

応用義肢装具学 11  義肢学 ４ 

（新設） （新設）  装具学 ７ 

（新設） （新設）  福祉用具学 ２ 

臨床実習 ３  臨床実習 ９ 

合計 45  合計 52 

 

〇 指定規則別表第一、別表第二及び別表第三の臨床実習の備考として、以下

の内容を追加する。 

・ 臨床実習については、三単位以上は製作実習を行うのに適当な義肢装具製

作所において行い、一単位以上は病院又は診療所において行うこと 

（※） 臨床実習を行う病院又は診療所は、制作実習を行う義肢装具製作所と

関連のある施設とすること。なお、病院又は診療所における臨床実習は、

患者の採型・採寸、適合の見学や補助を行う実習とし、実習指導者によ

るその際の振り返りを行うこととすること。また、臨床実習の時間数は、

二単位が二週間に収まることを目安に調整すること。 

○ 必要な経過措置を定める。 

○ その他所要の改正を行う。 

 

３．施行期日及び適用期日 

○ 令和５年４月１日（ただし、別表第二の改正規定については、令和６年４月

１日、別表第三の改正規定については令和７年４月１日。） 

（※） 本省令による改正後の指定規則に基づくカリキュラム（以下「新カリキュラム」

という。）に対応する義肢装具士国家試験が令和８年度（令和９年２月頃予定）から

施行されることから、修業年限３年以上の課程については令和６年度入学生から、

修業年限２年以上の課程については令和７年度入学生から、修業年限１年以上の課

程については令和８年度入学生から新カリキュラムが適用されることとする。 

 

以上 



義
肢
装
具
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

義
肢
装
具
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
文
部
省

厚
生
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

教

育

内

容

単
位
数

教

育

内

容

単
位
数

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

専
門
基
礎
分
野

人
体
の
構
造
と
機
能
及
び
心
身
の
発
達

十
三

専
門
基
礎
分
野

人
体
の
構
造
と
機
能
及
び
心
身
の
発
達

十
三

疾
病
と
障
害
の
成
り
立
ち
及
び
回
復
過
程
の
促
進

九娣

疾
病
と
障
害
の
成
り
立
ち
及
び
回
復
過
程
の
促
進

八娣

保
健
医
療
福
祉
と
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念

四娣

保
健
医
療
福
祉
と
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念

五娣

義
肢
装
具
領
域
に
お
け
る
工
学

十

義
肢
装
具
領
域
に
お
け
る
工
学

十

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省
令
第
四
号

義
肢
装
具
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
三
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
義
肢
装
具
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

永
岡

桂
子

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信
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専
門
分
野

基
礎
義
肢
装
具
学

十
七
娣娣娣

専
門
分
野

基
礎
義
肢
装
具
学

十
九
娣娣娣

義
肢
学

娣
娣
娣
娣娣

八娣

応
用
義
肢
装
具
学

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

二
十
娣娣娣

装
具
学

娣
娣
娣
娣娣

十
二
娣娣娣

（
新
設
）

（
新
設
）

福
祉
用
具
学

娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

三娣

（
新
設
）

（
新
設
）

臨
床
実
習

十娣

臨
床
実
習

四娣

合

計

百娣

合

計

九
十
三

娣
娣
娣
娣娣

備
考

一
・
二

（
略
）

備
考

一
・
二

（
略
）

三

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨

床
実
習
十娣
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の
教
育
内
容
九
十
娣娣娣
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
四
単
位

以
上
、
専
門
基
礎
分
野
三
十
六
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
四
十
娣娣娣
単
位
以
上
）
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の

表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

三

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨

床
実
習
四娣
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の
教
育
内
容
八
十
九

娣
娣
娣
娣娣
単
位
以
上
（
う
ち
基
礎
分
野
十
四
単

位
以
上
、
専
門
基
礎
分
野
三
十
六
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
三
十
九

娣
娣
娣
娣娣
単
位
以
上
）
で
あ
る
と
き
は
、

こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

四娣

臨
床
実
習
に
つ
い
て
は
、
三
単
位
以
上
は
製
作
実
習
を
行
う
の
に
適
当
な
義
肢
装
具
製
作
所
に
お

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

い
て
行
い
、
一
単
位
以
上
は
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
新
設
）

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

教

育

内

容

単
位
数

教

育

内

容

単
位
数

専
門
基
礎
分
野

人
体
の
構
造
と
機
能
及
び
心
身
の
発
達

十

専
門
基
礎
分
野

人
体
の
構
造
と
機
能
及
び
心
身
の
発
達

十

疾
病
と
障
害
の
成
り
立
ち
及
び
回
復
過
程
の
促
進

七娣

疾
病
と
障
害
の
成
り
立
ち
及
び
回
復
過
程
の
促
進

六娣

保
健
医
療
福
祉
と
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念

四娣

保
健
医
療
福
祉
と
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念

五娣

義
肢
装
具
領
域
に
お
け
る
工
学

八

義
肢
装
具
領
域
に
お
け
る
工
学

八

専
門
分
野

基
礎
義
肢
装
具
学

十
七
娣娣娣

専
門
分
野

基
礎
義
肢
装
具
学

十
九
娣娣娣

義
肢
学

娣
娣
娣
娣娣

八娣

応
用
義
肢
装
具
学

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

二
十
娣娣娣

装
具
学

娣
娣
娣
娣娣

十
二
娣娣娣

（
新
設
）

（
新
設
）

福
祉
用
具
学

娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

三娣

（
新
設
）

（
新
設
）

臨
床
実
習

十娣

臨
床
実
習

四娣

合

計

七
十
九

娣
娣
娣
娣娣

合

計

七
十
二

娣
娣
娣
娣娣

備
考

一
・
二

（
略
）

備
考

一
・
二

（
略
）

三

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨

床
実
習
十娣
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の
教
育
内
容
六
十
九

娣
娣
娣
娣娣
単
位
以
上
（
う
ち
専
門
基
礎
分
野
二

十
九
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
四
十
娣娣娣
単
位
以
上
）
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の
単

位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

三

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨

床
実
習
四娣
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の
教
育
内
容
六
十
八

娣
娣
娣
娣娣
単
位
以
上
（
う
ち
専
門
基
礎
分
野
二

十
九
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
三
十
九

娣
娣
娣
娣娣
単
位
以
上
）
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の

単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

四娣

臨
床
実
習
に
つ
い
て
は
、
三
単
位
以
上
は
製
作
実
習
を
行
う
の
に
適
当
な
義
肢
装
具
製
作
所
に
お

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

い
て
行
い
、
一
単
位
以
上
は
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
新
設
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
）

教

育

内

容

単
位
数

教

育

内

容

単
位
数

専
門
基
礎
分
野

人
体
の
構
造
と
機
能
及
び
心
身
の
発
達

十

専
門
基
礎
分
野

人
体
の
構
造
と
機
能
及
び
心
身
の
発
達

十

疾
病
と
障
害
の
成
り
立
ち
及
び
回
復
過
程
の
促
進

七娣

疾
病
と
障
害
の
成
り
立
ち
及
び
回
復
過
程
の
促
進

六娣

保
健
医
療
福
祉
と
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念

四娣

保
健
医
療
福
祉
と
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念

五娣

専
門
分
野

基
礎
義
肢
装
具
学

九娣

専
門
分
野

基
礎
義
肢
装
具
学

十娣

義
肢
学

娣
娣
娣
娣娣

四娣

応
用
義
肢
装
具
学

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

十
一
娣娣娣

装
具
学

娣
娣
娣
娣娣

七娣

（
新
設
）

（
新
設
）

福
祉
用
具
学

娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

二娣

（
新
設
）

（
新
設
）

臨
床
実
習

九娣

臨
床
実
習

三娣

合

計

五
十
二

娣
娣
娣
娣娣

合

計

四
十
五

娣
娣
娣
娣娣

備
考

一
・
二

（
略
）

備
考

一
・
二

（
略
）

三

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨

床
実
習
九娣
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の
教
育
内
容
四
十
三

娣
娣
娣
娣娣
単
位
以
上
（
う
ち
専
門
基
礎
分
野
二

十
一
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
二
十
二

娣
娣
娣
娣娣
単
位
以
上
）
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の

単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

三

複
数
の
教
育
内
容
を
併
せ
て
教
授
す
る
こ
と
が
教
育
上
適
切
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
臨

床
実
習
三娣
単
位
以
上
及
び
臨
床
実
習
以
外
の
教
育
内
容
四
十
二

娣
娣
娣
娣娣
単
位
以
上
（
う
ち
専
門
基
礎
分
野
二

十
一
単
位
以
上
及
び
専
門
分
野
二
十
一

娣
娣
娣
娣娣
単
位
以
上
）
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
表
の
教
育
内
容
ご
と
の

単
位
数
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

四娣

臨
床
実
習
に
つ
い
て
は
、
三
単
位
以
上
は
製
作
実
習
を
行
う
の
に
適
当
な
義
肢
装
具
製
作
所
に
お

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

い
て
行
い
、
一
単
位
以
上
は
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
行
う
こ
と
。

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣娣

（
新
設
）

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
改
正
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
、
別
表
第
三
の
改
正
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
義
肢
装
具
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
十
四
条
第
一
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
学
校
又
は
義
肢
装
具
士
養
成
所
（
以
下
「
養
成
所
」
と
い
う
。）に
お

い
て
義
肢
装
具
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
中
の
者
に
係
る
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
義
肢
装
具
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。）別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

令
和
六
年
四
月
一
日
に
お
い
て
現
に
法
第
十
四
条
第
二
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
学
校
又
は
養
成
所
に
お
い
て
義
肢
装
具
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
中
の
者
に
係
る
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
表
第
二
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

令
和
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
現
に
法
第
十
四
条
第
三
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
学
校
又
は
養
成
所
に
お
い
て
義
肢
装
具
士
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
中
の
者
に
係
る
教
育
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
別
表
第
三
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。




